
23

特集 　京都市における宿泊税導入の取り組みについて3

第238号 July 2018

　

京
都
市
で
は
、
国
際
文
化
観
光
都
市
と
し

て
の
魅
力
を
高
め
、
観
光
の
振
興
を
図
る
た

め
、
本
年
（
平
成
30
年
）
10
月
か
ら
京
都
市

宿
泊
税
条
例
を
施
行
し
、
宿
泊
税
の
課
税
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
宿
泊

税
の
導
入
に
至
っ
た
経
緯
や
制
度
の
概
要
、

宿
泊
税
に
係
る
取
り
組
み
等
に
つ
い
て
説
明

を
行
う
。

　

京
都
市
で
は
、
国
家
戦
略
と
し
て
の
京
都

創
生
を
掲
げ
、
文
化
、
観
光
、
景
観
に
特
に

力
を
入
れ
て
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
。
具

体
的
に
は
、
全
国
に
類
を
見
な
い
新
景
観
政

策
や
、
魅
力
に
満
ち
た
文
化
芸
術
都
市
の
創

生
、
誰
も
が
あ
こ
が
れ
る
観
光
都
市
を
目
指

し
た
観
光
振
興
、
人
と
公
共
交
通
優
先
の

「
歩
く
ま
ち
・
京
都
」
の
推
進
な
ど
の
取
り

組
み
に
よ
り
着
実
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

最
近
で
は
、
文
化
庁
の
全
面
的
な
移
転
が
決

定
し
た
ほ
か
、
観
光
の
面
で
も
、『T

ravel

＋

L
eisu
re

（
ト
ラ
ベ
ル
・
ア
ン
ド
・
レ
ジ
ャ
ー
）』

誌
、『W

anderlu
st

（
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ス
ト
）』

誌
等
の
海
外
の
有
力
旅
行
雑
誌
で
高
い
評

価
を
得
る
な
ど
、
京
都
の
世
界
的
な
評
価

は
高
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
、
平
成
28
年
に
は
、

観
光
消
費
額
が
初
め
て
年
間
１
兆
円
を
突

破
し（
図
１
）、
観
光
客
数
も
３
年
連
続
で

５
５
０
０
万
人
以
上
を
記
録
す
る
な
ど
高
い

水
準
を
維
持
し
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
入
洛
客
の
増
加
に
伴
い
、
道

路
の
渋
滞
や
公
共
交
通
機
関
の
混
雑
、
受
入

環
境
の
整
備
の
た
め
の
多
言
語
対
応
、
観
光

の
担
い
手
の
不
足
、
宿
泊
施
設
の
不
足
、
違

法
民
泊
の
適
正
化
な
ど
様
々
な
課
題
が
生
じ

て
い
る
。
こ
の
中
に
は
、
市
民
生
活
に
影
響
を

及
ぼ
し
、
市
民
が
負
担
と
感
じ
て
い
る
も
の

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
都
市
が
こ
れ
ま
で
に

行
っ
て
き
た
様
々
な
施
策
に
加
え
、
こ
れ
ら

の
課
題
に
対
応
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
層

の
充
実
を
図
り
、
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
、

入
洛
客
及
び
市
民
双
方
の
満
足
度
を
高
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
京
都
市
の
税
収
に
目
を

向
け
て
み
る
と
、
風
情
豊
か
な
町
並
み
や
知

の
集
積
で
あ
る
大
学
、
悠
久
の
歴
史
を
積
み

重
ね
る
寺
院
・
神
社
な
ど
、
京
都
の
ま
ち
の

魅
力
が
税
収
面
で
は
弱
み
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
市
民
１
人
当
た
り
の
市
税
収
入
が
他
の

政
令
指
定
都
市
平
均
に
比
べ
て
少
な
く
な
っ

て
い
る（
図
２
）。
ま
た
、
観
光
消
費
額
等
の

増
加
な
ど
に
よ
り
、
京
都
経
済
は
着
実
に
活

性
化
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
法
人
が
そ
の

所
得
を
も
と
に
納
め
る
税
の
う
ち
、
市
町
村

京
都
市
に
お
け
る

宿
泊
税
導
入
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

京
都
市
行
財
政
局
税
務
部
税
制
課
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に
納
め
ら
れ
る
割
合
は
１
割
に
も
満
た
な
い

な
ど
、
京
都
経
済
の
活
性
化
が
市
の
自
主
財

源
の
確
保
に
な
か
な
か
結
び
つ
い
て
い
な
い
。

徹
底
し
た
行
財
政
改
革
を
行
っ
て
い
る
が
、

以
上
の
理
由
な
ど
か
ら
厳
し
い
財
政
状
況
が

続
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
京
都
市
で

は
、
住
む
人
に
も
訪
れ
る
人
に
も
満
足
度
の

高
い
ま
ち
づ
く
り
を
よ
り
一
層
進
め
て
い
く

た
め
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
行
う
た

め
、
新
た
な
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　

京
都
市
で
は
、
新
た
な
財
源
を
確
保
す
る

た
め
、
平
成
28
年
３
月
に
策
定
し
た
「
は
ば

た
け
未
来
へ
！　

京
プ
ラ
ン
」
実
施
計
画
第

２
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、「
入
洛
客
へ
の
新
た

な
負
担
の
あ
り
方
や
超
過
課
税
等
の
課
税

自
主
権
の
活
用
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く

こ
と
と
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
平
成
28
年

８
月
に
有
識
者
や
市
民
公
募
委
員
か
ら
な
る

「
京
都
市
住
み
た
い
・
訪
れ
た
い
ま
ち
づ
く

り
に
係
る
財
源
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
委

員
会
」（
以
下
「
検
討
委
員
会
」
と
い
う
）
を
設

図●京都市における観光消費額の推移1

図●平成28年度における市民1人当たり市税収入2

（注意）平成23年及び平成24年は調査手法の変更により観光客数を推計していないことから、観光消費額の総額を算出できません。
資料：京都市機関投資家向け市債IR説明会資料（平成29年度）

新
た
な
財
源
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
検
討

2.
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H28年　1兆862億円（過去最高）
『トラベル・アンド・レジャー』誌（米国）6年連続ベスト10入り
『ワンダーラスト』（英国）の2017年読者投票『ベストシティ部門』１位
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H27年  9,704億円
『トラベル・アンド・レジャー』誌
2年連続人気投票第1位獲得

H12年  4,399億円
京都市観光客5,000万人構想発表

H20年  6,561億円
観光客5,000万人達成

H15年  4,794億円
「京都・花灯路」開始
ビジット・ジャパン・キャンペーン開始

H21年  6,088億円
世界的な景気低迷
新型インフルエンザ発生

H26年  7,626億円

（億円）

観光消費額

他政令指定
都市平均

京都市

市税合計
185,483円

市税合計
170,637円

差額
14,846円

資料：平成28年度決算 参考データ集　～データで見る京都市財政のあらまし～

法人市民税
16,277

法人市民税
20,116

個人市民税
63,424

固定資産税
72,938

その他
29,004

個人市民税
56,598

固定資産税
69,652

その他
28,110
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め
る
者
に
税
の
負
担
能
力
が
あ
る
か
、
な
ど

と
い
っ
た
観
点
か
ら
負
担
を
求
め
る
手
法
に

つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、「
駐

車
場
へ
の
駐
車
」「
宿
泊
」
及
び
「
別
荘
の
所

有
」
と
い
う
３
つ
の
行
為
を
中
心
に
、
実
現
の

可
能
性
や
具
体
的
な
制
度
に
つ
い
て
検
討
が

深
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
関
係
者
ヒ
ア
リ

ン
グ
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
の
ご
意
見

も
踏
ま
え
て
、
平
成
29
年
８
月
、
検
討
委
員

会
か
ら
宿
泊
税
の
創
設
を
提
案
す
る
と
の
答

申
が
京
都
市
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
答
申
を

踏
ま
え
、
京
都
市
に
お
い
て
具
体
的
な
制
度

設
計
を
行
い
、
同
年
９
月
に
市
議
会
に
京
都

市
宿
泊
税
条
例
を
提
案
し
、
同
年
11
月
に
可

置
し
、
誰
も
が
「
京
都
に
住
ん
で
い
て
よ
か
っ

た
、住
み
た
い
、働
き
た
い
、訪
れ
た
い
」と
心

か
ら
感
じ
て
い
た
だ
け
る
ま
ち
づ
く
り
を
一

層
進
め
て
い
く
た
め
、
新
た
な
財
源
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
新
税
だ
け
で
な
く
、
よ
り
幅
広

く
、
前
提
条
件
を
付
す
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
角
度
か
ら
ご
議
論
い
た
だ
い
た（
図
３
）。

　

そ
の
中
で
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
益
に
応

じ
た
負
担
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
受
益
と

負
担
の
観
点
か
ら
、
行
政
需
要
に
要
す
る
費

用
に
つ
い
て
、
入
洛
客
に
も
一
定
の
負
担
を

求
め
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
と
さ
れ
、

そ
の
上
で
、
負
担
を
求
め
る
目
的
や
趣
旨
に

一
定
の
合
理
性
が
見
出
せ
る
か
、
負
担
を
求

日付 内容

第1回 平成28年8月4日
1  住みたい・訪れたいまちづくりに係る 

現状と課題
2  住みたい・訪れたいまちづくりに係る 

財源の在り方を考えるにあたっての前提

第2回 平成28年11月9日
1  住みたい・訪れたいまちづくりに係る 

現状と課題（補足説明）
2  住みたい・訪れたいまちづくりに係る 

財源確保の方向性

第3回 平成28年12月12日
1  住みたい・訪れたいまちづくりに係る 

財源確保の方向性
2  住みたい・訪れたいまちづくりに係る 

財源確保の方法案の取りまとめ

平成29年1月10日 中間取りまとめの公表

第4回 平成29年2月13日

1 関係者ヒアリング
　（1） 駐車場への駐車（京都駐車協会、全

京都駐車場協会）
　（2） 宿泊（京都府旅館ホテル生活衛生同

業組合、日本ホテル協会京都支部）
　（3） 別荘の所有（京都府宅地建物取引業 

協会、全日本不動産協会京都府本部）
2  中間取りまとめで挙げられた財源確保の

方法に係る具体策の議論

第5回 平成29年3月30日 答申骨子（案）の議論

第6回 平成29年5月10日 答申案（パブリックコメント案）の議論

平成29年5月24日
　　　 ～6月26日 パブリックコメントの実施

第7回 平成29年7月21日 パブリックコメントの結果を踏まえた 
答申案の議論

平成29年8月7日 答申の提出

図●検討委員会での検討経過等3

資料：検討委員会からの答申の提出について（広報資料）

決
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
、
平
成
30
年
２
月

に
総
務
大
臣
か
ら
同
意
を
得
て
、
同
年
３
月

に
同
条
例
の
公
布
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
京
都
市
で
導
入
す
る
宿
泊
税
の
制

度
概
要
は
図
４
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

京
都
市
で
は
本
年
10
月
か
ら
の
条
例
の
施

行
に
あ
た
り
、
円
滑
に
宿
泊
税
の
課
税
が
行

え
る
よ
う
、
主
と
し
て
以
下
の
内
容
に
つ
い

て
対
応
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

❶
宿
泊
事
業
者
や
納
税
者
へ
の
周
知
、広
報

　

宿
泊
事
業
者
に
は
特
別
徴
収
義
務
者

と
し
て
、
宿
泊
税
の
徴
収
事
務
を
行
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
と
な
る
た
め
、
制
度
の
趣

旨
や
実
際
の
事
務
手
続
に
つ
い
て
、
丁
寧

に
説
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、
宿
泊
税
の
導
入
に
あ
た
り
、
徴
収
事

務
に
関
す
る
宿
泊
事
業
者
向
け
の
説
明

会
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
宿
泊

税
を
支
払
っ
て
い
た
だ
く
宿
泊
者
へ
の
周

知
、
広
報
と
し
て
、
京
都
市
の
観
光
関
連

施
設
で
の
チ
ラ
シ
の
配
布
や
、
主
要
駅
の

ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
さ
ら
に
は
、
宿
泊
施

設
で
の
周
知
用
広
報
物
の
配
布
や
旅
行
業

者
へ
の
周
知
協
力
依
頼
な
ど
を
行
う
。

❷
課
税
捕
捉
に
向
け
た
取
り
組
み
の
推
進

　

旅
館
業
法
の
許
可
施
設
及
び
住
宅
宿

泊
事
業
法
の
届
出
施
設
に
つ
い
て
は
、
本

市
の
所
管
部
局
が
保
有
す
る
情
報
に
基
づ

き
把
握
を
行
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、違
法
民
泊
に
つ
い
て
は
、庁
内
関

係
部
局
が
有
す
る
情
報
を
的
確
に
共
有

す
る
こ
と
で
、
そ
の
根
絶
・
適
正
化
の
取

り
組
み
を
更
に
強
化
す
る
と
同
時
に
、
税

部
局
に
お
い
て
質
問
検
査
権
の
行
使
や
税

務
署
や
警
察
な
ど
の
関
係
行
政
機
関
と
の

連
携
に
よ
り
、
そ
の
捕
捉
を
進
め
て
い
く
。

❸
民
泊
仲
介
業
者
に
よ
る
代
行
徴
収

　

課
税
捕
捉
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
宿
泊
事
業
者
に
代
わ
っ
て
宿
泊
料
を

受
け
取
る
民
泊
仲
介
業
者
に
、
併
せ
て
宿

泊
税
を
徴
収
し
て
い
た
だ
く
代
行
徴
収
に

つ
い
て
は
、
宿
泊
者
及
び
宿
泊
事
業
者
の

事
務
の
省
力
化
が
図
れ
る
と
同
時
に
、
京

都
市
に
と
っ
て
も
、
よ
り
的
確
な
課
税
捕

捉
や
課
税
事
務
の
軽
減
に
つ
な
が
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
代
行
徴
収
を
具
体
化
す
る
た

め
、
現
在
複
数
の
民
泊
仲
介
業
者
と
協
議

宿
泊
税
の
制
度
概
要

3.
宿
泊
税
の
導
入
に
向
け

た
事
務

4.
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も
つ
な
が
る
受
入
環
境
の
整
備
な
ど
、
宿
泊

税
の
導
入
効
果
を
実
感
で
き
る
取
り
組
み
、

と
り
わ
け
現
下
の
観
光
課
題
を
早
急
に
解
消

し
、
市
民
生
活
と
の
調
和
を
図
る
取
り
組
み

に
優
先
し
て
宿
泊
税
を
充
当
す
る
こ
と
と
し

て
い
る（
図
５
）。

　

宿
泊
税
と
い
う
貴
重
な
財
源
を
活
用
し
、

「
住
ん
で
よ
し
訪
れ
て
よ
し
」
の
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
て
い
く
。

　

京
都
市
の
宿
泊
税
は
、
ホ
テ
ル
や
旅
館
の

み
で
な
く
、
簡
易
宿
所
を
含
む
全
て
の
宿
泊

施
設
を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
宿

泊
料
金
に
よ
る
課
税
免
除
を
設
け
て
い
な
い

と
い
っ
た
点
に
お
い
て
、
す
で
に
宿
泊
税
を

導
入
し
て
い
る
東
京
都
や
大
阪
府
と
は
異
な

る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
市
町
村
と
し
て
は

全
国
初
の
取
り
組
み
と
な
る
。
そ
の
た
め
、

本
条
例
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
宿
泊
事
業

者
や
納
税
者
に
理
解
を
得
て
い
く
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
課
税
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
市

内
の
全
て
の
宿
泊
施
設
を
確
実
に
捕
捉
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
宿
泊
税
の
適
正

か
つ
確
実
な
徴
収
に
向
け
た
取
り
組
み
を
引

き
続
き
進
め
て
い
く
。

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

❹
そ
の
他

　

こ
の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用

し
た
申
告
や
宿
泊
事
業
者
へ
の
事
務
補

助
金
の
交
付
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
て

い
く
。

　

図
４
に
も
あ
る
と
お
り
、
本
年
10
月
か

ら
の
導
入
を
予
定
し
て
い
る
宿
泊
税
は
、
初

年
度
で
約
19
・
０
億
円
、
平
年
度
で
約
45
・

６
億
円
の
税
収
を
見
込
ん
で
お
り
、
こ
の
新

た
な
財
源
は
、

ア
…	

住
む
人
に
も
訪
れ
る
人
に
も
京
都
の
品

格
や
魅
力
を
実
感
で
き
る
取
り
組
み
の

推
進

イ
…	

入
洛
客
の
増
加
な
ど
、
観
光
を
取
り
巻

く
情
勢
の
変
化
に
対
す
る
受
入
環
境
の

整
備

ウ
…	

京
都
の
魅
力
の
国
内
外
へ
の
情
報
発
信

の
強
化

　

に
充
て
て
い
く
。

　

具
体
的
な
充
当
事
業
に
つ
い
て
は
、
毎
年

度
の
予
算
編
成
に
お
い
て
検
討
を
行
う
こ
と

と
し
て
お
り
、
平
成
30
年
度
は
、
混
雑
対
策

や
民
泊
対
策
、
市
民
生
活
の
満
足
度
向
上
に

税
収
の
使
途

5.

お
わ
り
に

6.

［制度概要］
●納税義務者
◦旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者
◦住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者
●課税免除

学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く）の児童、生徒又
は学生で、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参
加しているもの及びその引率者
●税率

●徴収の方法
特別徴収
●特別徴収義務者

旅館業又は住宅宿泊事業を営む者
●納入方法

原則として、宿泊税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、必要
な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その申
告した納入金を納入書により納入

［宿泊税の目的］
国際文化観光都市としての魅力を高め、及び観光の振興を図る施
策に要する費用に充てるため

［使途］
◦住む人にも訪れる人にも京都の品格や魅力を実感できる取り組

みの推進
例：文化財保護や歴史的景観の保全、快適な歩行空間の創出、
観光や文化の担い手の育成

◦入洛客の増加など、観光を取り巻く情勢の変化に対する受入環
境の整備
例：入洛客の安心安全の確保、観光案内標識の整備、観光地ト
イレの拡充

◦京都の魅力の国内外への情報発信の強化
※近年課題となっている「京町家の保存・継承」、「道路の渋滞や公共交通

機関の混雑対策」、「違法民泊の適正化」などについても、宿泊税を財源
として、今後、取り組みを進めていく予定

※具体的な充当事業については、予算編成において検討

［施行期日］
平成30年10月1日

［税収見込額］
（初年度）19.0億円　（平年度）45.6億円

資料：京都市より提供

宿泊料金 税額

20,000円未満    200円

20,000円以上50,000円未満    500円

50,000円以上 1,000円

図●宿泊税の制度概要等4
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資料：平成28年度決算 参考データ集　～データで見る京都市財政のあらまし～

図●宿泊税を財源として拡充・強化する取り組み5

● 30年度の宿泊税充当事業は「市民、観光客、観光関係事業者が
30年度に宿泊税の導入効果を実感できる」取り組みに充当

●とりわけ「現下の観光課題を早急に解消し、市民生活との調和を
図る取り組み」に優先して充当

事業経費  37億円

うち充当額  19億円

1 京都市を訪れる観光客が一部観光地に集中し、観光地周辺や公共交通機関の混雑につな
がっているため、これらの課題を解消するための取り組みを充実・強化混雑対策

［具体的な取り組み］
◦ 観光地等の混雑緩和に向けて、手ぶら観光の普及促進や観光案内標識の設置・改良等の取り組みを推進
◦ 観光客の３つの集中（場所・時間・季節）の緩和に向けた取り組みを強化
　朝観光・夜観光の推進、新たな観光資源（隠れた名所）の発掘・PRなど
◦ 公共交通機関の更なる有効活用や混雑緩和等に向けて、ビッグデータ等を活用した交通流動実態調査を実施
◦ 市バス等の公共交通機関の混雑緩和の取り組みを強化
　「前乗り後降り」方式の導入による乗降時間の短縮

［具体的な取り組み］
◦ 違法・不適切な民泊に対する指導の強化
　民泊通報・相談窓口　体制強化やアドバイザー派遣の新設
 現地調査員（見回り部隊） 4人体制からの倍増を予定
◦ 民泊等に対して「消防検査済表示制度」を創設するなど、宿泊者及び周辺住民の安心・安全を確保

［具体的な取り組み］
◦ 宿泊税の導入を踏まえ、宿泊事業者が円滑に事務を行えるよう個別相談会・セミナーを実施
◦ 旅館等の経営力強化や魅力発信に向けた取り組みを支援
◦ 宿泊事業者への事務補助金の創設（平成31年度から交付）
　前年度の特別徴収額の2.5％（当初5年間は3％）を補助金として交付

［具体的な取り組み］
◦ 中国語など多言語での啓発記事や海外のWEBサイト、ガイドブック等での周知など外国人観光客のマナー啓発の取り組みを充実・強化
◦ 観光地周辺トイレの洋式化等による受入環境の整備・充実
　観光トイレ　認定カ所数　38カ所→50カ所（平成30年～31年）
　公衆トイレ　洋式便器設置率　100％達成（平成30年～31年でリニューアルを実施）
　公園・駐車場トイレ　洋式化・清掃回数増
◦ 京都観光オフィシャルサイトの機能強化
　京都の奥深い魅力だけでなく、観光地の分散化やマナー啓発（京都の生活スタイル・習慣）などの記事コンテンツも充実

京都ならではの文化振興（文化資源の継承・担い手育成）
［具体的な取り組み］
◦ 京町家を将来の世代に継承していくための取り組みを充実・強化
　重要京町家・京町家保全重点取り組み地区の京町家の改修助成制度の創設
 市が借り上げた京町家を、民間を通じて流通させる賃貸モデル事業の実施
 新築の京町家の普及促進（新築京町家の基準の検討）
◦ 子どもたちが文化芸術に触れる機会を創出し、京都の文化力・おもてなし力の向上を推進
◦ 京都伝統産業ふれあい館のリニューアル（平成30年～31年の2カ年で実施）

京都ならではの美しい景観の保全
［具体的な取り組み］
◦ 無電柱化事業の推進
　先斗町通、銀閣寺道、長辻通

充当額

5億円

充当額

1.5億円

充当額

0.5億円

充当額

4億円

2 昨今、急増している民泊については、利用者の騒音やごみ投棄などにより、周辺地域の市
民生活に影響が生じており、違法・不適切な民泊の通報・監視・指導等の体制を強化民泊対策

3 宿泊税の導入にあたっては、宿泊事業者の協力が不可欠であり、宿泊事業者への負担軽減
策や経営強化に向けた支援策を実施宿泊事業者支援

4
外国人をはじめとする観光客等の増加により、観光インフラの整備（利便施設の多言語化、
観光トイレ等の拡充）や観光客のマナー対策などが課題となっており、 これらの受入環境
の整備により、市民生活の満足度も高めていく

受入環境整備

5
京都に蓄積された日本の歴史・文化、これらが織りなす景観を次の世代に
しっかりと引き継ぎながら、京都の都市の品格、魅力を一層向上させる施
策を推進

京都ならではの文化振興・
美しい景観の保全

充当額

6億円

充当額

2億円
徴税コスト（システム改修等）

経費規模  1億4,000万円

180626_特集3_別案.indd   27 2018/06/26   12:14




